
奈
良
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
号

奈
良
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
二
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
第
一
号
中
「
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
「
中
小
企
業
新
事
業
活
動
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
」
を
「

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
中
小
企
業
者
等

」
を
「
中
小
企
業
者
及
び
組
合
等
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
中
小
企
業
新
事
業
活
動
促
進
法
第
十

一
条
第
一
項
」
を
「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
貸
付
区

分
の
欄
の
一
中
「
専
有
す
る
」
を
「
占
有
す
る
」
に
改
め
、
同
表
利
率
の
欄
中
「
年
〇
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
」
を
「
年
〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
十
二
号
中
「
中
小
企
業
新
事
業
活
動

促
進
法
第
十
条
第
二
項
」
を
「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
四

号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
四

第
二
項
の
表
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
商
店
街
の

活
性
化
の
た
め
の
地
域
住
民
の
需
要
に
応
じ
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一

年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
商
店
街
活
性
化
事
業
計
画
に
基
づ
き
実
施

す
る
事
業
に
係
る
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
。

十
五

第
二
項
の
表
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
中

小
企
業
に
よ
る
地
域
産
業
資
源
を
活
用
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法

律
第
三
十
九
号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
貸
付

け
で
あ
つ
て
、
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の

決
定
を
受
け
た
中
小
企
業
高
度
化
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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